
船舶事故調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１日 ０４時１０分ごろ 

発生場所 香川県高松市男木
お ぎ

島西方沖（備讃瀬戸東航路内） 

 男木島灯台から真方位２５４°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２５.７′ 東経１３４°０２.１′） 

事故の概要  貨物船三社
さんしゃ

丸は、東北東進中、また、漁船明福
めいふく

丸は、南東進中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年７月１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 三社丸、４９８トン 

   １３４７１８、芙蓉海運株式会社 

Ｂ 漁船 明福丸、４.９６トン 

   ＫＡ３－１８９６８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

  航海士Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南東、風力 １、視程 約１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、法定灯火を表示

し、航海士Ａが単独の船橋当直につき、霧により視界が悪い状況下、

男木島西方沖を約９ノットの対地速力で東北東進していた。 

 航海士Ａは、２Ｍレンジとしたレーダーを見ていたところ、左舷船

首方から接近するＢ船を認め、Ｂ船がいずれＡ船を避けるものと思

い、針路及び速力を保持して航行を続け、ふとＢ船の船体が左舷方に

見えて汽笛を吹鳴し、減速したものの、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、男木島西方

沖を南東進中、船長Ｂが、船尾甲板上で漁獲物の選別作業をしていた

ところ、衝撃を感じ、Ａ船と衝突したことを知った。 

分析  Ａ船は、霧で視界制限状態となった男木島西方沖を東北東進中、航

海士Ａが、左舷方から接近するＢ船がＡ船を避けるものと思い、Ｂ船

に対する見張りを適切に行っていなかったことから、衝突を避けるた

めの動作が遅れたものと考えられる。 



 

 Ｂ船は、霧で視界制限状態となった男木島西方沖を南東進中、船長

Ｂが、船尾甲板上で漁獲物の選別作業をしていて周囲の見張りを行っ

ていなかったことから、Ａ船に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、霧で視界制限状態となった男木島西方沖におい

て、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが、Ｂ船に対する

見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、漁獲物の選別作業を

していて周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態の中を航行する場合、船長に昇橋を要請し、霧中信

号を吹鳴して安全な速力とすること。 

 ・視界制限状態においては、レーダープロッティング等による系統

的な観察を行うなど、見張りを適切に行うこと。 


